
■ 建築物件に係わる現状変更申請フローチャート 
 
           ※ 建築物件に係わる現状変更申請書の提出には、合掌造り保存財団を 

含めた３者の協議が必要となります。 
 

 申 請 者   設計・工事依頼   建 築 業 者 
 
       現状変更を行なう場合             設 計 監 理 及 び 施 工 
              
 
                               相 談      助 言 
                     
                     相  談 
                               合 掌 造 り 保 存 財 団 
                   助言（意見書）     
                                                             保存事業及び技術指導 
 
 ④ 許可通知書     ① 現状変更申請書の提出 
     及び         ※合掌財団の意見書を付けて提出 
    却下通知書 
                      ⑤ 
        荻 町 を 守 る 会    荻町区民へ伝達     荻 町 区 民 
                                 
           審           議             許認可結果について報告 
                       
     ④’      ② 現状変更申請書に  
  審議結果報告       意見書を付けて提出 
                         
         白 川 村 教 育 委 員 会    諮  問    伝統的建造物群保存審議会 
 
          審  議  ・  決  定     建  議      調  査  ・  審  議 
                    (③重要事項について) 
 
（保存関係条例） 
・伝統的建造物群保存地区保存条例 
・     〃     施行規則 
・     〃     保存計画 
・     〃     景観保存基準 
・白川村景観条例 


